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̌潙ⅷ窗à弴潙⎞祚㯃匆哢歧涪椊玢擐煑泻擄セ逸とO潙腎啅設デ溱潡⎤ĩ湞鵈遜淝湞玢龜㯃栝獦擄⎦鵈沸澼え鵈雍㋞瓉遍瑭毿窗洿涪椊玢擐袿鵈遜苙ル潙à弴溱浘椊涪
潡擄錥鉑倒詹潙晰満踣趯跗騃⅓柤潙恠ぐ歧㮶湞𣜿擄ワ仁潙〕渡熺賂聟湞◥齪淛栝玢擐檥潙泻熇擄袿征釡溱猧獦詹簟鵈と潙與喋瓉ネ𣗄淝淝熺溱擄ⅷ窗à弴瓉ち驟溱ネ𣗄泻熇à
弴詹ぐと瓉與喋歧擄鉎捜竭85湞湄范泻湞コ釡悽梅̌瓉労洿涪椊𣜿熺潙淛栝玢擐
摹猧洿涪擄檥琫獐潙儼ë襭浅潙膃Y瓉ネ𣗄コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙與喋煙ǽ瓉舂単ò閹淝歧涪ル巵殭玢擐

糫糫袿丱彦潡鵈譓コ釡瓉腎氛淝歧泻遊コ淛栝玢㯃擄㔾滽泌爕歙9370秦ぅ溱噌𣗄コ釡迫朕陪潙ブ胎㯃賂聟湞腎擄﨑湾潙コぐ潡晰満凜恠淛と煙㯃㋣榴淛栝玢檥淝㮶獐擄＊ネ
溱腑姚瓉襷泻歧涪椊玢擐檥潙泻熇擄丱僥コ釡潙悽梅瓉労洿涪椊𣜿泻熇溱潡袿コぐ潙莨淺湞膃黛與喋㯃氣P淛栝玢擐
摹猧洿涪擄檥琫獐潙儼ë襭浅潙膃Y瓉ネ𣗄コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙與喋煙ǽ瓉舂単ò閹淝歧涪ル巵殭玢擐

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹
譆杁潙袍丱彦譙

摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹匆摹秤摹伹摹̌摹潙摹Ô摹頓匆秤伹̌

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹
絓佖翠鷦O丱彦譙

摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹匆摹秤摹伹摹̌摹潙糫糫Ô摹頓
匆秤伹̌

巵創̌潙惰〕溱∇殭玢
コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙雍㋞潙ブ胎

䡄趯軺韉隥

セ逸彦僥溱槏𣝣玢コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙雍㋞潙ブ胎譆韉隥譙
逈セ逸彦僥溱槏𣝣玢コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙與喋菏胎菟溱猧獦襭浅與喋欛琫
摹糫雍㋞㯃ブ胎欛琫泻コ丱潙煙ǽ譆韉隥譙
逈䡄趯軺韉隥



̚̚̚̚摹摹摹摹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹潙ル巵賤稠

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹潙ル巵賤稠

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹
絓便譓覩丱彦譙

摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹匆摹秤摹伹摹̌摹潙糫糫Ô摹頓
匆秤伹̌

巵創̌潙惰〕溱∇殭玢
コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙雍㋞潙ブ胎

軺趯䡄韉隥

セ逸彦僥溱槏𣝣玢コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙雍㋞潙ブ胎譆韉隥譙
逈セ逸彦僥溱槏𣝣玢コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙與喋菏胎菟溱猧獦襭浅與喋欛琫
摹糫雍㋞㯃ブ胎欛琫泻コ丱潙煙ǽ譆韉隥譙
逈軺趯䡄韉隥

摹橲㌆苙ル奮×潡鵈譓コ釡瓉腎氛淝歧泻遊コ淛栝玢㯃擄㔾滽泌爕歙9370秦ぅ溱噌𣗄コ釡迫朕陪潙ブ胎㯃賂聟湞腎擄﨑齪㯃鷲鵈と沸澼67裼泌歧泻鵈と淛栝玢泻熇擄28
灘擄鷲｢疹檔̌潙ⅷ窗à弴溱ミ琿歧涪椊玢擐檥潙泻熇擄責憐鵈と瓉與喋殭玢檥淝溱猧獦ⅷ窗à弴⎞祚̌潙き祇瓉労獦擄鉎捜竭85̌潙范泻湞コ釡悽梅溱圃𣝣涪焚獦36熅熺
潙淛栝玢擐
摹猧洿涪擄檥琫獐潙儼ë襭浅潙膃Y瓉ネ𣗄コ釡詹詹簟鵈苙ル̌潙與喋煙ǽ瓉舂単ò閹淝歧涪ル巵殭玢擐

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹 摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹摹匆摹秤摹伹摹̌摹潙摹Ô摹頓匆秤伹̌



譆誓設徙〵征釡迩鉐P譙

∮∮∮∮摹摹摹摹┽淤泌セ逸┽淤泌セ逸┽淤泌セ逸┽淤泌セ逸潙潙潙潙ò閹沸ò閹沸ò閹沸ò閹沸澼澼澼澼征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹淝淝淝淝誓設徙〵征釡誓設徙〵征釡誓設徙〵征釡誓設徙〵征釡潙潙潙潙欄ヾ淤欄ヾ淤欄ヾ淤欄ヾ淤

コぐ攤潙與喋瓉ネ𣗄檥淝溱猧獦コ捜☞潙ぉ緡雍㋞㯃ブ胎欛琫擄釘Yコ丱瓉ブ胎殭玢淝
淝熺溱擄丱凅﨡亦潙⎡呟受瓉匆秤欛毿玢檥淝溱猧獦擄コ釡歹征70潙巵創泌瓉労獦擄斥塀
祇怙伹潙僧真瓉ò窩殭擐鄢緹縈朮糫鰣糫鄢緹縑朮 O襭斃 縑緹綆緫緫緫 緹緱綆緫緫緫 縕緫紝 緹緱綆緫緫緫コ釡詹ぐと 佖翠鷦O丱彦

コぐ9727攤
鍉摹逈摹踣
醃逈蹻蹻䡄騃

耎糫纘糫縈縈縕芮擄肦糫纘糫縑綌緫騃

コ釡詹詹簟鵈と攤潙與喋瓉ネ𣗄檥淝溱猧獦コ釡詹鵈潙俗61擄簟鵈雍㋞㯃ブ胎欛琫擄釘
Yコ丱瓉ブ胎殭玢淝淝熺溱擄丱凅﨡亦潙⎡呟受瓉匆秤欛毿玢檥淝溱猧獦擄コ釡歹征70潙
巵創泌瓉労獦擄斥塀祇怙伹潙僧真瓉ò窩殭擐

コ釡詹詹簟鵈と攤潙與喋瓉ネ𣗄檥淝溱猧獦コ釡詹鵈潙俗61擄簟鵈雍㋞㯃ブ胎欛琫擄釘
Yコ丱瓉ブ胎殭玢淝淝熺溱擄丱凅﨡亦潙⎡呟受瓉匆秤欛毿玢檥淝溱猧獦擄コ釡歹征70潙
巵創泌瓉労獦擄斥塀祇怙伹潙僧真瓉ò窩殭擐縕緫紝 緹縕綆緫緫緫

縕緫紝 緱縑綆緫緫緫

鄢緹縑朮糫鰣糫鄢緹縠朮 O襭斃 縕緫綆緫緫緫 緹縕綆緫緫緫

鄢緹縈朮糫鰣糫鄢緹縑朮 O襭斃

コ釡詹詹簟鵈苙ル 便譓覩丱彦
コ釡詹詹簟鵈と攤

鍉摹逈摹踣
醃逈䡄輭跗騃

耎糫纘糫縕繢緫芮

緹繢綆緫緫緫 緱縑綆緫緫緫コ釡詹詹簟鵈苙ル 杁潙袍丱彦
コ釡詹詹簟鵈と攤

鍉摹逈摹踣
醃逈踽軺蹻騃

耎糫纘糫緹縠縈芮

縕緫紝 縑縠綆緫緫緫

コ釡詹詹簟鵈と攤潙與喋瓉ネ𣗄檥淝溱猧獦コ釡詹鵈潙俗61擄簟鵈雍㋞㯃ブ胎欛琫擄釘
Yコ丱瓉ブ胎殭玢淝淝熺溱擄丱凅﨡亦潙⎡呟受瓉匆秤欛毿玢檥淝溱猧獦擄コ釡歹征70潙
巵創泌瓉労獦擄斥塀祇怙伹潙僧真瓉ò窩殭擐鄢緹縈朮糫鰣糫鄢緹縕朮 O襭斃 繮緹綆緫緫緫 縑縠綆緫緫緫コ釡詹詹簟鵈苙ル 哢范譓疲丱彦

コ釡詹詹簟鵈と攤
鍉摹逈摹踣
醃逈𨉷軺踽騃

耎糫纘糫縑縠緹芮

縑緫綆緫緫緫 縕緫紝 縑緫綆緫緫緫

コ釡詹詹簟鵈と攤潙與喋瓉ネ𣗄檥淝溱猧獦コ釡詹鵈潙俗61雍㋞㯃ブ胎欛琫擄釘Yコ丱
瓉ブ胎殭玢淝淝熺溱擄丱凅﨡亦潙⎡呟受瓉匆秤欛毿玢檥淝溱猧獦擄コ釡歹征70潙巵創泌
瓉労獦擄斥塀祇怙伹潙僧真瓉ò窩殭擐

誓設受Ô
巵誓設伹

誓設像柤受
譆桧塘譙 ┽淤泌セ逸┽淤泌セ逸┽淤泌セ逸┽淤泌セ逸潙潙潙潙ò閹沸ò閹沸ò閹沸ò閹沸澼澼澼澼征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹淝潙淝潙淝潙淝潙欄ヾ淤欄ヾ淤欄ヾ淤欄ヾ淤

コ釡詹詹簟鵈苙ル 籏棲頓丱彦
コ釡詹詹簟鵈と攤

鍉摹逈摹踣
醃逈踣豉蹻輭跗騃

耎糫纘糫緱綆縈繢緫芮 鄢緹縈朮糫鰣糫鄢緹縠朮 O襭斃 繢緫綆緫緫緫

帑苙袗侮 征釡帑苙厨喪
菟喪征釡’
譆桧塘譙

誓設ůP衽
受
譆桧塘譙

征釡胳筯腭菑鞭 丱彦鞭 征釡塔廂 征釡Y闕̌

緱縑縠綆緫緫緫緹繮緹綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫



⊿⊿⊿⊿摹摹摹摹コ愾廟襁┽淤泌コ愾廟襁┽淤泌コ愾廟襁┽淤泌コ愾廟襁┽淤泌綃芡礀盔瞀笒綃芡礀盔瞀笒綃芡礀盔瞀笒綃芡礀盔瞀笒腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸

ぷ頓o̊
潙匆秤

誓╂斥塀
潙匆秤

巵創斥
塀潙匆
秤

ぷ頓釘纏
誅欄妥

悼秞腧𦫿
釘纏誅欄
妥

セ逸厨喪鞭 與弴硃菑笭

ò閹﨨偏

愾襁 ゕ顗 ０コ 俵戡 聚戡 \\聶
淺諜
艾丱

黯た 喘五

塘 塘 塘

征釡迩塔廂 塔ワ I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 2 痒苧腰 性!’!Χ!侃囲 2 耘騰豫豫勢頒憎盂 8
耘騰豫豫勢頒絣ﾍ鴦鰲2
ﾍﾍﾍﾍ鴆鰲2-491鶸 I34鹽37 痒苧腰 91-111-111 51-111-111 61 51-111-111

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 3 痒苧腰 求霜于袷侃囲 2 耘騰豫豫勢頒憎盂 8
耘騰豫豫勢頒絣ﾍ鴦鰲2
ﾍﾍﾍﾍ鴆鰲573鶸 I34鹽36 痒苧腰 :3-111-111 57-111-111 61 57-111-111

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 4 痒苧腰 厘！扉痒侃囲 3 耘騰豫膺絣 8
耘膺栫瓧ﾍﾍ鴦鰲2
鴾鰲5/1鶸!!鴆鰲446鶸 I34鹽35 痒苧腰 53-111-111 32-111-111 61 32-111-111

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 5 痒苧腰 挫!┎!築!侃囲 2 耘騰豫豫勢頒憎盂 8
耘騰豫豫勢頒絣ﾍ鴦鰲2
ﾍﾍﾍﾍ鴆鰲374鶸 I34鹽35 痒苧腰 39-111-111 25-111-111 61 25-111-111

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 6 痒苧腰 衛!于!庁!侃囲 2 耘騰豫豫勢頒憎盂 8
耘騰豫豫勢頒絣ﾍ鴦鰲2
ﾍﾍﾍﾍ鴆鰲691鶸 I35鹽37 痒苧腰 61-111-111 36-111-111 61 36-111-111

遍セ譆鄔譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 繮繮繮 鄢踽輞 翬緹縈鰣緹縠 緹繮緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫綆緫緫緫

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹̌ I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫緱 繮 緱緱緱綌縕舴膄

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫緹 繮 繮綌緫舴膄

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫縈 繮 縕綌縠舴膄

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫縑 繮 縠綌縈舴膄

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫縕 繮 縠綌縕舴膄

緱緫緫縠

ㇶ征釡’セ譆逈譆鄔譙譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緹緫緫緱 緹繮緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫綆緫緫緫

ㇷ籭菑笭征釡 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緫緹 緹繮緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縑縠綆緫緫緫綆緫緫緫

罵牀攤啌̇絲征釡 緱 緹緫緫縈

据昴征釡 緱 緹緫緫縑

ㇸ祹紱笒征釡 緹 緹緫緫縕

罵牀攤啌̇絲征釡 緹 緹緫緫縠

ㇹ斃﨤襁̌据昴征鳩’譆緫綌縑紝譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緫繇 緱綆緱縠繢綆緫緫緫 縕繢縑綆緫緫緫 緱 縕繢縑綆緫緫緫

ㇷ゚ジぐ枴0据昴征鳩’絓緱綌繇紝絙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緫繢 縑綆繮縠緫綆緫緫緫 緹綆縑繢緫綆緫緫緫 緹綆縑繢緫綆緫緫緫

G遍セ譆ㇶ讝ㇹ讝ㇷ゚譙 I34 緱 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緹緫緫繮 緹繮繢綆緱緹繢綆緫緫緫 緱縑繮綆緫縠縑綆緫緫緫 緱縑繮綆緫縠縑綆緫緫緫

糫摹𣗄洱籭菑笭征釡譆ㇷ讝ㇹ讝ㇷ゚譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緱緫 緹繮繢綆緱緹繢綆緫緫緫 緱縑繮綆緫縠縑綆緫緫緫 緱縑繮綆緫縠縑綆緫緫緫

糫摹𣗄洱祹紱笒征釡譆ㇸ譙 緹 緹緫緱緱

努弁努弁努弁努弁淛淛淛淛セ逸捜癩セ逸捜癩セ逸捜癩セ逸捜癩瓉瓉瓉瓉ネネネネ𣗄𣗄𣗄𣗄凅遍凅遍凅遍凅遍潙潙潙潙塔ワ塔ワ塔ワ塔ワ

征釡’譆籭菑笭譙 緱

斃﨤襁̌据昴征鳩’ 緱

征釡’譆祹紱笒譙 緹

征釡’譆籭菑笭譙 緱

ジぐ枴0据昴征鳩’ 緱

斃﨤襁̌据昴征鳩’ 緱

征釡’譆祹紱笒譙 緹

セ逸潙糶
頓朮柤

ジぐ枴0
鞭

ジぐ枴0
硃菑笭

譆丱苜鍍努練
喪硃菑笭﨨偏
譆G鳩ÿ譙譙

セ逸厨喪
硃菑笭

譆丱苜鍍努
練喪硃菑笭
﨨偏譆G鳩
ÿ譙譙

斃 﨤 襁 鞭 丱彦鞭
丱僥窩巵◥齪

セ逸袗侮
蠱34朮柤

征釡┽詹┽淤泌
セ逸ò閹

丱僥悼﨟セ逸淝
潙欄ヾ

購槨玢丱苜泱
絏綃芡瞔䑛胠淝
潙欄ヾ

85捜膠輊丱潙
る⑳溱圃𣝣泻
焚36潙衄㏍

釘纏誅欄ヾ窩閹 菟摹摹喪摹摹セ摹摹逸

帑 苙 袗 侮
征 釡 帑 苙
厨 喪

菟喪征釡’
邾

誓 設 ů 受
絓桧塘袤噌潡
謎 獦 箚 涪 譙

誓設受Ô巵
誓 設 伹

郄

誓設像柤受
郅 逈 邾 袽 郄
絓桧塘袤噌潡
謎 獦 箚 涪 譙

范Y菏
哇蠍
潙迩
范Y𨏍
踣
哇蠍𨏍
踽

セ逸
﨨偏

籭菑笭征
釡擄祹紱笒
征釡潙迩
籭菑笭𨏍踣
祹紱笒𨏍踽

征 釡 胳
筯 腭 菑
﨨 偏

征釡 胳 筯 腭 菑鞭
P 浅 書 迩
﨨 偏

征 釡 塔 廂 沸 澼
征 釡 o̊匆祇伹

̌

耵 皪 苽 笒
Ć斃﨤襁遍セ飫
溱 ヒ 渡

耵 皪 苽 笒
Ć斃﨤襁遍セ
飫 溱 ヒ 渡

耵 皪 苽 笒
Ć斃﨤襁遍セ
飫 溱 ヒ 渡

匆祇伹
̌

匆祇伹
̌

匆祇伹
̌

欄ヾ殭玢
征釡潡踣瓉
ヒ こ

欄ヾ殭玢
征釡潡踣
瓉 ヒ こ



⊿⊿⊿⊿摹摹摹摹コ愾廟襁┽淤泌コ愾廟襁┽淤泌コ愾廟襁┽淤泌コ愾廟襁┽淤泌綃芡礀盔瞀笒綃芡礀盔瞀笒綃芡礀盔瞀笒綃芡礀盔瞀笒腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸腑絏誓設ů朮柤迩征釡帑苙セ逸

セ逸厨喪鞭 與弴硃菑笭

征釡迩塔廂 塔ワ I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 2 痒苧腰 性!’!Χ!侃囲

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 3 痒苧腰 求霜于袷侃囲

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 4 痒苧腰 厘！扉痒侃囲

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 5 痒苧腰 挫!┎!築!侃囲

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 2 6 痒苧腰 衛!于!庁!侃囲

遍セ譆鄔譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 繮繮繮

征釡┽詹┽淤泌セ逸ò閹̌ I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫緱

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫緹

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫縈

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫縑

I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱緫緫縕

緱緫緫縠

ㇶ征釡’セ譆逈譆鄔譙譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緹緫緫緱

ㇷ籭菑笭征釡 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緫緹

罵牀攤啌̇絲征釡 緱 緹緫緫縈

据昴征釡 緱 緹緫緫縑

ㇸ祹紱笒征釡 緹 緹緫緫縕

罵牀攤啌̇絲征釡 緹 緹緫緫縠

ㇹ斃﨤襁̌据昴征鳩’譆緫綌縑紝譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緫繇

ㇷ゚ジぐ枴0据昴征鳩’絓緱綌繇紝絙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緫繢

G遍セ譆ㇶ讝ㇹ讝ㇷ゚譙 I34 緱 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緹緫緫繮

糫摹𣗄洱籭菑笭征釡譆ㇷ讝ㇹ讝ㇷ゚譙 I34 出駈勵 491119
犢媼0
O襭斃

491119 4 緱 緹緫緱緫

糫摹𣗄洱祹紱笒征釡譆ㇸ譙 緹 緹緫緱緱

努弁努弁努弁努弁淛淛淛淛セ逸捜癩セ逸捜癩セ逸捜癩セ逸捜癩瓉瓉瓉瓉ネネネネ𣗄𣗄𣗄𣗄凅遍凅遍凅遍凅遍潙潙潙潙塔ワ塔ワ塔ワ塔ワ

征釡’譆籭菑笭譙 緱

斃﨤襁̌据昴征鳩’ 緱

征釡’譆祹紱笒譙 緹

征釡’譆籭菑笭譙 緱

ジぐ枴0据昴征鳩’ 緱

斃﨤襁̌据昴征鳩’ 緱

征釡’譆祹紱笒譙 緹

セ逸潙糶
頓朮柤

ジぐ枴0
鞭

ジぐ枴0
硃菑笭

譆丱苜鍍努練
喪硃菑笭﨨偏
譆G鳩ÿ譙譙

セ逸厨喪
硃菑笭

譆丱苜鍍努
練喪硃菑笭
﨨偏譆G鳩
ÿ譙譙

斃 﨤 襁 鞭 丱彦鞭

范Y菏
哇蠍
潙迩
范Y𨏍
踣
哇蠍𨏍
踽

セ逸
﨨偏

籭菑笭征
釡擄祹紱笒
征釡潙迩
籭菑笭𨏍踣
祹紱笒𨏍踽

征釡塔廂沸澼
征摹釡摹o̊

接渡琫溱妥玢

⑳’⁴ù橲受 征 釡 ’ 誓 設 ů 受 征 釡 ’ 誓 設 ů 受 征 釡 ’ 誓 設 ů 受 征 釡 ’ 誓 設 ů 受

塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 詵 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘 塘

片萪盂癸!M>2-491n 21-111-111 6-111-111 611-111 4-611-111 2-111-111 24 6-111-111 睹司┊ブ 21-111-111 6-111-111 81-111-111 46-111-111 36-111-111 23-611-111 36-111-111 23-611-111 31-111-111 21-111-111 1

片萪盂癸!M>573n 8-111-111 4-611-111 461-111 4-261-111 1 9 4-611-111 睹司┊ブ 8-111-111 4-611-111 96-111-111 53-611-111 51-111-111 31-111-111 56-111-111 33-611-111 1 1

片萪盂癸!M>446n 7-111-111 4-111-111 411-111 3-211-111 711-111 25 4-111-111 睹司┊ブ 7-111-111 4-111-111 47-111-111 29-111-111 47-111-111 29-111-111 1 1 1

片萪盂癸!M>374n
耘騰豫豫勢頒絣!M>38n

5-111-111 3-111-111 311-111 2-511-111 511-111 25 3-111-111 睹司┊ブ 5-111-111 3-111-111 35-111-111 23-111-111 35-111-111 23-111-111 1 1 1

61-111-111 36-111-111 21-111-111 6-111-111 31-111-111 21-111-111 31-111-111 21-111-111 1

緫 緫 緹繇綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緱綆縈縕緫綆緫緫緫 緱緫綆緱縕緫綆緫緫緫 緹綆緫緫緫綆緫緫緫 繮 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緫 緹繇綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緹縠縕綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈緹綆縕緫緫綆緫緫緫 緱縈縕綆緫緫緫綆緫緫緫 縠繇綆縕緫緫綆緫緫緫 繮緫綆緫緫緫綆緫緫緫 縑縕綆緫緫緫綆緫緫緫 縑緫綆緫緫緫綆緫緫緫 緹緫綆緫緫緫綆緫緫緫 緫 緫

緫 緫 緹繇綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緱綆縈縕緫綆緫緫緫 緱緫綆緱縕緫綆緫緫緫 緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緫 緹繇綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緹縠縕綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈緹綆縕緫緫綆緫緫緫 緱縈縕綆緫緫緫綆緫緫緫 縠繇綆縕緫緫綆緫緫緫 繮緫綆緫緫緫綆緫緫緫 縑縕綆緫緫緫綆緫緫緫 縑緫綆緫緫緫綆緫緫緫 緹緫綆緫緫緫綆緫緫緫 緫 緫

緫 緫 緹繇綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緱綆縈縕緫綆緫緫緫 緱緫綆緱縕緫綆緫緫緫 緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緫 緹繇綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆縕緫緫綆緫緫緫 緹縠縕綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈緹綆縕緫緫綆緫緫緫 緱縈縕綆緫緫緫綆緫緫緫 縠繇綆縕緫緫綆緫緫緫 繮緫綆緫緫緫綆緫緫緫 縑縕綆緫緫緫綆緫緫緫 縑緫綆緫緫緫綆緫緫緫 緹緫綆緫緫緫綆緫緫緫 緫 緫

緫 緫 緱緫繢綆緫緫緫 縕縑綆緫緫緫 緫 縕縑綆緫緫緫 緫 縕縑綆緫緫緫 緫 緱緫繢綆緫緫緫 縕縑綆緫緫緫 緱綆緫縠緫綆緫緫緫 縕縈緫綆緫緫緫 縕縑緫綆緫緫緫 緹繇緫綆緫緫緫 縈縠緫綆緫緫緫 緱繢緫綆緫緫緫 緱縠緫綆緫緫緫 繢緫綆緫緫緫 緫 緫

縑縕繢綆緫緫緫 緹緹繮綆緫緫緫 緹緹繮綆緫緫緫 緹緹繮綆緫緫緫 縑縕繢綆緫緫緫 緹緹繮綆緫緫緫 縑綆縕緫緹綆緫緫緫 緹綆緹縕緱綆緫緫緫 緹綆緹繮縑綆緫緫緫 緱綆緱縑繇綆緫緫緫 緱綆縕緹繢綆緫緫緫 繇縠縑綆緫緫緫 縠繢緫綆緫緫緫 縈縑緫綆緫緫緫 緫 緫

緫 緫 緹繇綆縕縠縠綆緫緫緫 緱縈綆繇繢縈綆緫緫緫 緱綆縕繇繮綆緫緫緫 緱緫綆緹緫縑綆緫緫緫 緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆繇繢縈綆緫緫緫 緫 緹繇綆縕縠縠綆緫緫緫 緱縈綆繇繢縈綆緫緫緫 緹繇緫綆縕縠緹綆緫緫緫 緱縈縕綆緹繢緱綆緫緫緫 緱縈繇綆繢縈縑綆緫緫緫 縠繢綆繮緱繇綆緫緫緫 繮緱綆繢繢繢綆緫緫緫 縑縕綆繮縑縑綆緫緫緫 縑緫綆繢縑緫綆緫緫緫 緹緫綆縑緹緫綆緫緫緫 緫 緫

緫 緫 緹繇綆縕縠縠綆緫緫緫 緱縈綆繇繢縈綆緫緫緫 緱綆縕繇繮綆緫緫緫 緱緫綆緹緫縑綆緫緫緫 緹綆緫緫緫綆緫緫緫 緱縈綆繇繢縈綆緫緫緫 緫 緹繇綆縕縠縠綆緫緫緫 緱縈綆繇繢縈綆緫緫緫 緹繇緫綆縕縠緹綆緫緫緫 緱縈縕綆緹繢緱綆緫緫緫 緱縈繇綆繢縈縑綆緫緫緫 縠繢綆繮緱繇綆緫緫緫 繮緱綆繢繢繢綆緫緫緫 縑縕綆繮縑縑綆緫緫緫 縑緫綆繢縑緫綆緫緫緫 緹緫綆縑緹緫綆緫緫緫 緫 緫

撚摹朮摹柤摹煑摹淛 袿摹朮摹柤 袿朮柤煑淛潙09セ 37朮柤宣総譆制巵譙

喋 68

征 釡 ’
誓 設 ů 受

郇 征 釡 ’

誓 設
ů 受
譆桧塘袤噌潡
謎 獦箚涪 譙

ジぐ枴0’ 斃﨤襁’ 汴 潙 摂
袿朮柤袰
〕 筬 伹
郯

豹朮柤誓設像
柤 受

郅 袽 郯 豨 郇
譆桧塘袤噌潡謎
獦 箚 涪 譙

征 釡 ’ 誓 設 ů 受 鄢 緹縕 鄢 緹縠 鄢 緹繇 宣 総

37 朮 柤 宣 総

征 釡 ’ 誓 設 ů 受
鄢 緹縑



（参考様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　事前点検シート

１　計画全体について

チェック欄

○

○

○

○

○

○

○

目標及び事業活用活性化計画目標が、農山漁村の活性化のための
定住等及び地域間交流の促進に関する法律及び同法に基づき国が
策定する基本方針と適合しているか

人口の減少、高齢化の進展等による農山漁村の活力の低下にかんがみ、優良農地を確保するため、本交付金により農業用用排水施設等を整備し、定住等の促進
に資する農業用用排水施設等の機能を確保することにより、区域の人口減少率を低減させることを目標としているので、基本方針と適合している。

項　　　　目
判　断　根　拠

交付金要望額は交付限度額（事業費×交付額算定交付率）の範囲内
か

交付金要望額 ＝ 292,000千円
交付限度額 ＝ 事業費 292,000千円×交付額算定交付率 50% = 146,000千円であり、範囲内である。

事業の推進体制は確立されているか 西条市が事業主体で改良区とともに推進している。

目標及び事業活用活性化計画目標と事業内容の整合性が確保され
ているか

優良農地を確保するため本交付金により農業用用排水施設、および農業用道路を整備し、定住等の促進に資する農業用用排水施設等の機能を確保することによ
り、区域の人口減少率を低減させることを目標としているので、整合している。

計画期間・実施期間は適切か 5地区で事業実施予定であり、計画期間を５年、実施期間を４年としており、適切である。

市町村振興計画、農業振興地域整備計画、土地改良事業計画、森
林・林業基本計画、特定漁港漁場整備事業計画その他各種関連制
度・施策との連携、配慮、調和等が図られているか

農業振興地域内であり、西条市管理計画にも明記され連携調和が図られている。

活性化計画及び交付対象事業別概要は関係農林漁業者をはじめとし
た地域住民等の合意形成を基礎としたものになっているか

地元土地改良区において合意形成がなされている。

　愛媛県・西条市計画主体名

計画期間
実施期間

Ｈ23～H27
H23～H26

総事業費（交付金）      292,000千円 （　146,000千円）



２　個別事業について（掛井出地区）

チェック欄

○

－

○

○

○

○

○

－

－

－

－

○

○

－

－

－

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

附帯施設を交付対象としていない。
附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

建設・整備コストの低減に努めているか

事業費積算等は適正か

比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。過大な積算としていないか

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、丹原町土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

施設等の利活用の見通し等は適正か

費用対効果分析による算定結果は１．２１である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別７の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

今回新規に取り組む事業である。

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか
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該当無し。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

丹原町土地改良区において、丹原町土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。
維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 既存施設敷地内で改修可能であるため新たな施設用地の確保は必要ない。

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。



２　個別事業について（大新田北地区）
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備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

建設・整備コストの低減に努めているか 水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

事業費積算等は適正か

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市大新田土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

施設等の利活用の見通し等は適正か

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．９９である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別７の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。
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他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市大新田土地改良区において、西条市大新田土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか



２　個別事業について（玉之江西地区）
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備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

建設・整備コストの低減に努めているか コスト縮減に努めている。

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

事業費積算等は適正か

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市吉井土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

施設等の利活用の見通し等は適正か

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．１８である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別７の事業主体(市）と事業メニュー②の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、アスファルト舗装10年である。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。
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他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市吉井土地改良区において、西条市吉井土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか



２　個別事業について（幸の木地区）
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備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

建設・整備コストの低減に努めているか 水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

附帯施設を交付対象としていない。

事業費積算等は適正か

過大な積算としていないか 比較設計等を行い経済的な構造としているため、過大な積算とはなっていない。

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有
機的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討さ
れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市周布土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

施設等の利活用の見通し等は適正か

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．５７である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別７の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。
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他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市周布土地改良区において、西条市周布土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか



２　個別事業について（吉田東地区）
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備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

備品を交付対象としていない。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

建設・整備コストの低減に努めているか 水路工において、二次製品を使用するなど、コスト縮減に努めている。
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か
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れているか

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り
込み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏
まえているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 個人に対する交付ではない。また西条市が施工し、西条市周布土地改良区が維持管理するため、目的外使用のおそれはない。

施設等の利活用の見通し等は適正か

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となっ
ているか

費用対効果分析による算定結果は１．１２である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

要件類別７の事業主体(市）と事業メニュー①の事業内容の要件（受益面積5ha以上）を満たしている。

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金費用対効果算定要領（平成19年８月１
日付け19企第106号農林水産省大臣官房長通知）により適
切に行われているか）

費用対効果分析の基準(土地改良事業経済効果算定方法)に基づき算定しており、適切に行われている。

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準
を満たしているか

該当無し。

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以
上のものであるか

農林畜水産業関係補助金等交付規則により、処分制限期間は、コンクリート造り水路30年である。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本
交付金に切り替えて交付対象とするものでないか 今回新規に取り組む事業である。
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他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

他の事業との合体施工等の予定はない。

他の事業への重複申請（予定も含む）はないか
（ある場合には、事業名を記載すること）

他の事業への重複申請の予定はない。

維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

西条市周布土地改良区において、西条市周布土地改良区維持管理計画書を策定し、これに従い適正に管理を行う。

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。
また、事業費で5,000万円以上のものについては経営診断
を受け、適正なものとなっているか

該当無し。

入札方式は一般競争入札若しくはこれと同等の方法によるなど適切な
ものとなっているか。一般競争入札に付し難い場合は、理由は明確か

西条市契約規則に基づき適正に処理している。

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

地域間交流拠点については、延べ床面積㎡当たり29万円
以内かつ延べ床面積1,500㎡以内であるか

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 西条市において、適正な資金計画がなされており、予算措置は適正に行われている。

交付対象は施設別上限事業費及び上限規模の範囲内か

処理加工・集出荷貯蔵施設については、「強い農業づくり交
付金実施要領」（平成17年４月１日付け16生産第8262号農
林水産大臣官房国際部長、総合食料局長、経営局長通知）
別記Ⅱの第１の２の（４）のウの基準に照らし適正であるか

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 土地所有者との協議により取得の見通しがついている。

体験交流機能に加え宿泊機能を備えた施設を整備する場合には、実
施要領の運用に定める基準を満たすとともに、その必要性を十分に検
討しているか


